
とちぎ材の家づくり支援事業費補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 県の交付するとちぎ材の家づくり支援事業費補助金については、栃木県補助金等交付規則

（昭和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。）、補助金等の名称を定める告示（昭和47年

栃木県告示第354号）、とちぎ材の家づくり支援事業実施要領（以下、「実施要領」という）に規定

するもののほか、この要領に定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、県産出材を利用した木造住宅の建設を支援することにより、木造住宅供給

の促進並びに林業及び木材産業の活性化を図るとともに、木材の地産地消等による二酸化炭素の排

出量抑制に資することを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要領において掲げる用語の意義は、実施要領に定めるところによる。  

（補助事業）                                                      

第４条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (１) 県内に自ら居住するための木造住宅を新築した者 

 (２) 県内に自ら居住している住宅の所有者であり、その住宅を増築及び改築した者 

２ 前項の補助事業者は、県税（個人県民税を含む。）を滞納していない者とする。 

３ 補助事業は、次の表に定める要件を満たす住宅を建設する事業とする。 

 (１) 新築事業 

項  目 条      件 

住 宅 の 目 的 補助事業者が生活の本拠として居住するための住宅であること。 

住 宅 の 種 類 

 

１ 木造住宅であって、原則として軸組工法により建設されること。 

２ 一戸建の住宅であること。 

工 事 種 別 棟別の新築 

延 べ 面 積 30ｍ２以上（車庫及び店舗部分を除く。） 

県産出材等の使用 

 

 

１ 使用木材のすべてに合法木材を使用すること。 

２ 県産出材を６ｍ3以上使用すること。 

３ 使用木材の55％以上（材積）に県産出材を使用すること。 

４ 構造材の60％以上（材積）に県産出材を使用すること。 

５ 梁・桁材の30％以上（材積）に県産出材を使用すること。 

施   工   者 建設業を営む者であること。 

他の事業との重複 

 

補助対象経費に他の県の補助事業として実施する事業の対象経費が含ま

れていないこと。 

 (２)増築・改築事業 

項  目 条      件 

工 事 種 別 棟別の増築又は改築 

県産出材等の使用 
１ 使用木材のすべてに合法木材を使用すること。 

２ 県産出材を５ｍ3以上使用すること。 

施   工   者 建設業を営む者であること。 



他の事業との重複 

 

補助対象経費に他の県の補助事業として実施する事業の対象経費が含ま

れていないこと。 

（３）県産石材・県産漆喰・伝統工芸品 

項  目 条      件 

工 事 種 別 棟別の新築（（１）新築事業への上乗せ） 

県産石材・県産漆喰 

・伝統工芸品の使用 

（県産石材） 

内装材等に５ｍ2以上使用すること。 

（県産漆喰） 

内装材等に40ｍ2以上使用すること。 

（伝統工芸品） 

鹿沼組子又は日光彫を１ｍ2以上使用すること。 

他の事業との重複 

 

補助対象経費に他の県の補助事業として実施する事業の対象経費が

含まれていないこと。 

（４）県産ＪＡＳ材使用加算 

項  目 条      件 

工 事 種 別 
棟別の新築、増築及び改築（（１）新築事業、（２）増改築事業への

上乗せ） 

県産ＪＡＳ材の使用 県産ＪＡＳ材を１ｍ3以上使用すること。 

他の事業との重複 

 

補助対象経費に他の県の補助事業として実施する事業の対象経費が

含まれていないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、使用木材のうち県産出材の調達に要する経費及び、県産石材、県産漆喰、

伝統工芸品の調達に要する経費とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前条

に規定する経費の額が補助額に満たない場合は、当該実績額（万円未満切捨て）とする。 

(１) 第４条第１項第１号に掲げる者に交付する補助金 

  県産出材の使用量に応じて表１のとおりとする。ただし、表２の区分ア、イ及びウのいずれか

１つ以上に該当する場合及び表３に該当する場合にあっては、同表右欄に掲げる補助額を加えた

額とする。 

 表１ 

県産出材使用量 補 助 額 

４０㎥以上 ６００，０００円 

３０㎥以上４０㎥未満 ５２５，０００円 

２０㎥以上３０㎥未満 ３７５，０００円 

１０㎥以上２０㎥未満 ２２５，０００円 

６㎥以上１０㎥未満 １５０，０００円 

表２ 

区 分 内 容 補 助 額 

ア 県産石材活用 県産石材を５㎡以上内装材等に使用 
１００，０００円 

イ 県産漆喰活用 県産漆喰を40㎡以上内装材等に使用 



ウ 伝統工芸品活用 鹿沼組子又は日光彫を１㎡以上内装

材等に使用 

表３ 

県産ＪＡＳ材使用量 補 助 額 上 限 額 

１㎥当たり（１㎥未満切り捨て） １０，０００円 １００,０００円 

(２) 第４条第１項第２号に掲げる者に交付する補助金 

  県産出材の使用量に応じて表４のとおりとする。ただし、前号表３に該当する場合にあっては、

同表右欄に掲げる補助額を加えた額とする。 

表４ 

県産出材使用量 補 助 額 

１５㎥以上 ２２５，０００円 

１０㎥以上１５㎥未満 １５０，０００円 

５㎥以上１０㎥未満 ７５，０００円 

２ 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。なお、規則第５条に基づく補助金の交付の決

定後は、事業計画の変更等に伴う表１及び表４の区分を超える交付決定額の増額並びに表３の補助

加算額の増額は行わないものとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第４条の規定により提出する書類は、次に定め

るとおりとする。 

提出すべき申請

書の名称 
様式 

部

数 
申請書に添付すべき書類の名称 様 式 

部

数 

提 出 

期 限 

提出 

機関 

 

とちぎ材の家づ

くり支援事業費

補助金交付申請

書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則の

別記様

式第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業計画書 

２ 補助額加算事項計画書 

 （該当するものに限る） 

３ 誓約書 

４ 建築確認済証の写し 

 （建築場所が都市計画区域外であ

る場合にあっては、建築基準法に基

づく建築工事届の控えの写し） 

５ 案内図、配置図及び各階平面図 

６ 工事請負契約書の写し 

７ 県税事務所が発行する全税目の

納税証明書（３箇月以内に発行され

たものに限る。） 

 

 

８ 市町が発行する個人住民税の納

税証明書（栃木県内市町に納税義務

を有しない者を除く。）（３箇月以

内に発行されたものに限る。） 

９ その他知事が必要と認める書類 

 

別記様式第１号 

別記様式第２号 

 

別記様式第３号 

 

 

 

 

 

 

栃木県県税条例

施行規則（平成

17年栃木県規則

第13号）別記様式

第35号 

 

 

 

１ 

１ 

 

１ 

１ 

 

 

 

１ 

１ 

１ 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

事業着手

予定日前

まで。た

だし、知

事が別に

定める場

合は、当

該定めに

よるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施要領

第８条に

定める委

託事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（補助事業の着手） 

第８条 補助事業の着手は、補助金交付の決定通知を受けて行うものとする。ただし、知事が別に

定める場合は、この限りでない。 

（審査における手続き） 

第９条 知事は、規則第５条に規定する審査において、市町が実施する耐震改修促進事業との重複

申請について確認するため、建築場所が所在する市町に、申請書及びその添付書類中申請者の住所

及び氏名、建築場所その他の情報を提供することができる。 

（補助条件） 

第10条 規則第６条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 第４条第１項第１号に掲げる者は、上棟後速やかに上棟報告書（別記様式５号）１部を知事

に提出すること。ただし、天災等やむを得ない理由により上棟報告書の提出が困難な場合は、知

事に理由書を提出することができるものとする。 

(２) 補助事業の内容の変更（次条に規定する軽微な変更を除く。）をする場合においては、知事の

承認を受けること。 

(３) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

(４) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合において

は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

(５) 補助事業の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。 

(６) 県又は団体が行う県産木材のPR事業に協力すること。 

２ 知事は、前項第１号に定める上棟報告書又は理由書が提出されない場合、若しくは、理由書に

記載の内容がやむを得ないものと認められない場合は、交付決定を取り消すものとする。 

３ 知事は前項各号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付す

ことがある。 

（軽微な変更） 

第11条 前条第１項第２号における軽微な変更とは、補助対象経費の３０％を超える変更以外の変

更とする。 

（変更の承認） 

第12条 第10条第１項第２号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、変更承認申請

書（別記様式第４号）に変更の内容及び理由を記載し、必要な書類を添付して１部を知事に提出し

なければならない。 

（上棟時の現地確認） 

第13条 知事は、上棟報告書を受理したときは、現地確認を実施することができる。 

２ 第４条第１項に掲げる者及びその関係者は、前項の規定による現地確認において、使用された

構造材を確認できるよう必要な措置を講じなければならない。 

（実績報告書） 

第14条 規則第13条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

提出すべき報告

書の名称 
様式 

部

数 
報告書に添付すべき書類の名称 様 式 

部

数 

提 出 

期 限 

提出 

機関 

 

とちぎ材の家づ

くり支援事業費

補助金実績報告

 

規則の別

記様式第

２ 

 

１ 

 

 

１ 事業実績書 

２ 補助額加算事項実績書 

 （該当するものに限る） 

 

別記様式第６号 

別記様式第７号 

 

１ 

１ 

 

 

事業完了後

速やかに。た

だし、知事が

 

林 業

木 材

産 業



書  

 

 

 

 

 

３ 使用木材のうち県産出材に

関する証明書類及び使用木材が

合法木材であることを証明する

書類 

４ 県産出材使用部分並びに事

業完了後の全景を確認できる写

真 

５ その他知事が必要と認める

書類 

別記様式第８号 

 

１ 

 

 

１ 

 

１ 

別に定める

場合は、当該

定めによる

ものとする。 

課 

（補助金の請求） 

第15条 規則第18条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出すべき請求

書の名称 
様式 

部

数 
請求書に添付すべき書類の名称 様 式 

部

数 

提 出 

期 限 

提出 

機関 

 

とちぎ材の家づ

くり支援事業費

補助金交付請求

書 

 

規則の別

記様式第

４ 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定通知書受理

後10日以内 

 

 

林 業

木 材

産 業

課 

（概算払の請求） 

第16条 規則第19条の規定に基づき概算払の請求をする場合は、次の表に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出すべき請求

書の名称 
様式 

部

数 
請求書に添付すべき書類の名称 様 式 

部

数 

提 出 

期 限 

提出 

機関 

 

とちぎ材の家づ

くり支援事業費

補助金概算払請

求書 

 

別記様式

第９号 

 

１ 

 

 

１ 交付決定通知書の写し 

２ 検査結果通知書の写し 

 

  

１ 

１ 

 

必要に応じその

都度 

 

林 業

木 材

産 業

課 

（財産の管理） 

第17条 補助事業者は、補助事業により取得した住宅を、善良な管理者の注意をもって管理しなけ

ればならない。 

（書類の保存） 

第18条 補助事業者は、補助事業に関する書類等について、補助事業の完了した日から５年を経過

する日の属する年度の３月31日まで保存しておかなければならない。 

   附 則 

 この要領は、平成22年度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成23年度の補助金に適用する。 

附 則 

 この要領は、平成24年度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成27年度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成28年度の補助金から適用する。 

   附 則 



 この要領は、平成29年度の補助金から適用する。 

      附 則 

 この要領は、令和２年度の補助金から適用する。 

      附 則 

 この要領は、令和３年度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和４年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要領は、令和５年度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和６年度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和７年度の補助金から適用する。 

附 則 

１ この要領は、令和８年度の補助金から適用する。 

２ この要領は、令和９年３月31日をもってその効力を失う。 



別記様式第１号（事業計画書） 

建築場所  

工事種別・構造・延べ面積 
新 築  木造  階建 ・ 延べ面積    ㎡ 

増改築 

使用木材総材積      （Ａ） 
              ｍ３ 

使用木材総材積に 

おける県産出材使

用割合（Ｂ／Ａ） 

 

     ％ 

〔55.0％以上〕  

 

 

 

 

Ａのうち県産出材材積   （Ｂ） 

〔補助金額区分の対象材積〕 
              ｍ３ 

Ａのうち構造材材積 （Ｃ）               ｍ３ 
構造材材積におけ

る県産出材使用割

合（Ｄ／Ｃ） 

 

     ％ 

〔60.0％以上〕  
Ｃのうち県産出材材積 （Ｄ）               ｍ３ 

 Ｃのうち梁・桁材材積 （Ｅ）               ｍ３ 
梁・桁材材積にお

ける県産出材使用

割合（Ｆ／Ｅ） 

 

     ％ 

〔30.0％以上〕  
 Ｅのうち県産出材材積（Ｆ）               ｍ３ 

使用木材総材積のうち 
  県産出材（Ｂ）の設計金額 

                円 

土台着手予定日 

上棟予定日 

事業(造作材工事まで)完了予定日 

入居予定日 

令和   年   月   日 

令和   年   月   日 

令和   年   月   日 

令和   年   月   日 

 

施工者 

 

 

名    称： 

所 在 地： 

電話番号：         FAX 番号： 

E - m a i l： 

担 当 者： 

納材業者（予定） 

※複数事業者から納材を予定している場

合は、すべて記入 

名  称： 

所 在 地： 

担 当 者： 

連 絡 先： 

県産ＪＡＳ材使用加算の有無 

※１ｍ３未満切り捨て 
□有（       ｍ３：       円） 

※交付申請時に「有」となっていない場合、実績による加算は不可 

優先採択の有無 

※希望する場合は、該当するものをチェ

ック及び数値を記入 

※製材業者欄は、複数事業者が製材して

いる場合は、すべて記入 

□①災害等による罹災 

□②県内に主たる営業所（本店）を有する建築業者による施工 

□③梁桁への県産出材を50％以上使用 

（     ｍ３）（    ％） 

□④構造材への県産ＪＡＳ材を４ｍ３以上使用 

  製材業者（            ）（     ｍ３） 

構造材への県産森林認証材を４ｍ３以上使用 

製材業者（            ）（    ｍ３） 

□⑤三世代同居等 

□同居 

□近居：同一市町 

□近居：異なる市町(５km以内)（直線距離   km） 

     ※各世代の住所がわかる位置図を提出してください。 



別記様式第２号（補助額加算事項計画書） 

１ 伝統工芸品等 

１.使用品目 

県 産 石 材：□芦野石  □大谷石  □深岩石 

県 産 漆 喰：□県産石灰 

伝統工芸品：□鹿沼組子 □日光彫 

２.業者名 

※県産石材：納材業者 

 県産漆喰：製造業者 

   伝統工芸： 〃   

名 称  

所 在 地  

電 話 番 号  

３.使用場所 

※別途平面図に図示 
 

４.使用面積 

寸 法 

※使用箇所毎 

に記載 

 

面 積                 ｍ２ 

５.設計金額  円  ※最低20万円以上  

６.その他  

 

２ 県産ＪＡＳ材使用加算 

１.生産者名 

名 称  

所 在 地  

電 話 番 号  

２.使用樹種及び規格  

３.使用材積                 ｍ３ 

４.その他  

 



別記様式第３号 

 

誓 約 書 

 

【補助要件に係る事項】 

□ 私は、とちぎ材の家づくり支援事業補助金を受けるにあたり、以下のとおり誓約します。 

１ とちぎ材の家づくり支援事業費補助金を受けて建設する住宅が竣工し、引渡しを受けたとき

は、速やかに生活の本拠として入居します。 

２ とちぎ材の家づくり支援事業費補助金の補助対象経費と補助対象経費が重複する他の県の補

助金等の交付等の申請を行いません。 

（注）県は、他の木造住宅建設補助を受けていないことを確認するため、申請者住所及び氏名、建築場所等に関す

る情報を、関係市町に提供します。 

 

【三世代同居又は近居に係る事項】（三世代同居又は近居に係る優先採択を希望する方のみ） 

□ 私は、とちぎ材の家づくり支援事業費補助金を受けて新築又は増改築する住宅により、以下の

とおり三世代同居または近居することを誓約します。 

世代 氏名 新築（又は増改築）後の住所 

祖父母   

親   

子   

 

【交付決定前着手に係る事項】（該当する方のみ）  

□ 私は、とちぎ材の家づくり支援事業実施要領第６条の規定に基づき、以下条件を了承の上、交

付決定前に事業に着手します。 

１ 審査の結果交付決定を受けない場合、又は、交付決定を受けた交付金額が交付申請額に達し

ない場合においても、異議を申し立てません。 

２ 事業については、事業着手から交付決定を受ける期間内においては計画の変更を行いません。 

 

 

 

                              年  月  日 

                       氏名                

 



別記様式第４号 

                                                                       年  月  日 

 

 栃木県知事         様 

 

                    申請者  住 所 

                         氏 名              

 

  年度とちぎ材の家づくり支援事業費補助金変更承認申請書 

 

     年  月  日付け栃木県指令  第   号で補助金交付の決定通知があったとちぎ

材の家づくり支援事業費補助金について、下記の理由により補助事業を変更したく、とちぎ材の家

づくり支援事業費補助金交付要領第12条の規定により、下記の関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 計画変更の内容 

 ２ 計画変更の理由 

 ３ 変更事業計画書 別紙のとおり 

 

 （注）変更事業計画書は、別記様式第１号を使用するものとし、変更内容が容易に比較できるよ

う変更部分のみ二段書き（上段に変更前、下段に変更後）すること。 



別記様式第５号 

 

   年度とちぎ材の家づくり支援事業 上棟報告書 

 

 栃木県知事          様 

 

                                年  月  日 

 

                                          氏名             

                                     

    年度とちぎ材の家づくり支援事業費補助金の申請をした住宅が上棟しましたので、報告し

ます。 

交付決定番号 

（又は受付番号） 

 

 

 

上 棟 日 

 

 

 

構 造 材 に 関 す る 

当初計画との変更点 

 

 

 

 

 

 

 

（県産ＪＡＳ材使用加算   □有    □無 ） 

 



別記様式第６号（事業実績書） 

建築場所  

工事種別・構造・延べ面積 
新 築  木造  階建 ・ 延べ面積    ㎡ 

増改築 

使用木材総材積      （Ａ） 
              ｍ３ 

使用木材総材積に 

おける県産出材使

用割合（Ｂ／Ａ） 

 

     ％ 

〔55.0％以上〕  

 

 

 

 

Ａのうち県産出材材積   （Ｂ） 

〔補助金額区分の対象材積〕 
              ｍ３ 

Ａのうち構造材材積 （Ｃ）               ｍ３ 
構造材材積におけ

る県産出材使用割

合（Ｄ／Ｃ） 

 

     ％ 

〔60.0％以上〕  
Ｃのうち県産出材材積 （Ｄ）               ｍ３ 

 Ｃのうち梁・桁材材積 （Ｅ）               ｍ３ 
梁・桁材材積にお

ける県産出材使用

割合（Ｆ／Ｅ） 

 

     ％ 

〔30.0％以上〕  
 Ｅのうち県産出材材積（Ｆ）               ｍ３ 

使用木材総材積のうち 
  県産出材（Ｂ）の実績金額 

                円 

土台着手日 

上棟日 

事業(造作材工事まで)完了日 

入居（予定）日 

令和   年   月   日 

令和   年   月   日 

令和   年   月   日 

令和   年   月   日 

 

施工者 

 

 

名    称： 

所 在 地： 

電話番号：         FAX 番号： 

E-mail： 

担 当 者： 

納材業者 

※複数事業者から納材した場合は、すべ

て記入 

名  称： 

所 在 地： 

担 当 者： 

連 絡 先： 

県産ＪＡＳ材使用加算の有無 

※事業計画書で希望した場合は実績値を

記入 

□有（       ｍ３：       円） 

※交付申請時に「有」となっていない場合、実績による加算は不可 

優先採択の有無 

※事業計画書で希望した優先採択項目の

実績値を記入 

※製材業者欄は、複数事業者が製材して

いる場合は、すべて記入 

□①災害等による罹災 

□②県内に主たる営業所（本店）を有する建築業者による施工 

□③梁桁への県産出材を50％以上使用 

（     ｍ３）（    ％） 

□④構造材への県産ＪＡＳ材を４ｍ３以上使用 

  製材業者（            ）（     ｍ３） 

構造材への県産森林認証材を４ｍ３以上使用 

製材業者（            ）（    ｍ３） 

□⑤三世代同居等 

□同居 

□近居：同一市町 

□近居：異なる市町(５km以内)（直線距離   km） 

     ※各世代の住所がわかる位置図を提出してください。 



別記様式第７号（補助額加算事項実績書） 

１ 伝統工芸品等 

１.使用品目 

県 産 石 材：□芦野石  □大谷石  □深岩石 

県 産 漆 喰：□県産石灰 

伝統工芸品：□鹿沼組子 □日光彫 

２.業者名 

※県産石材：納材業者 

 県産漆喰：製造業者 

   伝統工芸：  〃 

名 称  

所 在 地  

電 話 番 号  

３.使用場所 

※別途平面図に図示 
 

４.使用面積 

寸 法 

※使用箇所毎 

に記載 

 

面 積                 ｍ２ 

５.実績金額  円         

６.その他  

 

 

   年度とちぎ材の家づくり支援事業費補助金交付申請に係る＿＿＿様邸建築において上記のと

おり、とちぎ県産材を用いて施工したことを証明します。 

 

 

年   月   日      

 

施工業者 所在地                

 

                        名称及び代表者氏名 

 

担当者氏名             

連絡先                

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 県産ＪＡＳ材使用加算 

１.生産者名 

名 称  

所 在 地  

電 話 番 号  

２.使用樹種及び規格  

３.使用材積                 ｍ３ 

４.その他  

５．使用状況がわかる写真 

※この欄に貼付又は別紙に添付 
 

 



 
別記様式第８号

栃木県知事　福田　富一　様

　令和 　(20　　)年度とちぎ材の家づくり支援事業費補助金交付申請に係る　　　　様

邸建築において、以下のとおり納材したことを証明します。

令和    年　　月　　　日

合法木材・県産出材証明者
 （納材業者）

担当者氏名：

　合法木材認定番号：

　ＪＡＳ認定番号：

※加算申請有の場合は必ず記載

　森林認証認定番号：　　　　　　　　

栃木県産出材証明印

※合法木材のみを出荷し、県産出材を
納材していない場合は証明印不要

 構造材のうち県産ＪＡＳ材材積

 構造材のうち県産森林認証材材積

　うち県産出材材積

 県産JAS材総材積（加算申請有の場合）

　うち県産出材材積

 梁桁材材積

　うち県産出材材積

　うち構造材材積

出荷証明書

区分 樹種 材積（㎥） 製材業者名

 木材総材積



別記様式第９号 

 

年度とちぎ材の家づくり支援事業費補助金概算払請求書 

 

 金         円 

 

       年  月  日栃木県指令  第   号で交付決定の通知のあった    年度とち

ぎ材の家づくり支援事業費補助金を、上記のとおり交付されるよう栃木県補助金等交付規則第１９

条の規定により請求します。 

 

      年  月  日 

 

 

 栃木県知事            様 

 

 

                 申請者  住 所 

                      氏 名                  

 

 

 

 


